
 

陳情の取扱い フローチャート 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【受理日からおおむね１年以内とは】 

  例）同様の願意の請願・陳情が令和７年６月定例会で議決された場合 

   ⇒ 令和７年９月、１２月、令和８年３月の定例会は、おおむね１年以内となります。 

   ⇒ 令和８年６月の定例会は、おおむね１年経過となります。 

 

 

 

令和 7年 3 月  令和 7 年 6 月 令和 7 年 9 月 令和 7年 12 月 令和 8 年 3 月 

令和 7 年 6 月  令和 7 年 9 月 令和 7年 12 月 令和 8 年 3 月 令和 8 年 6 月 

令和 7 年 9 月  令和 7年 12 月 令和 8 年 3 月 令和 8 年 6 月 令和 8 年 9 月 

令和 7年 12 月  令和 8 年 3 月 令和 8 年 6 月 令和 8 年 9 月 令和 8年 12 月 

議会事務局窓口へ陳情を直接持参により提出 

① 陳情者が、個人の場合は市内在住者、団体の場

合は市内所在団体であること。 

② 尾張旭市が処理権限を有するものであること。 

①かつ②に該当する ①かつ②に該当しない 

されている 

されていない ある 

ない 
受理日からおおむね１年以内に、

市議会で同様の願意の請願・陳情

が議決されていないか。 

議決後に特段の 

事情の変化はないか。 

● 議会運営委員会では文書表 

の配付のみ 

● 全議員へ陳情書のデータを配付 

● 議会運営委員会で上程の可否を諮る。 

おおむね１年を 

経過した定例会 




